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福島県のスローガン

ひとりひとりが復興に向けて歩み始めよう。
そして、ふくしまから、新たな流れを創っていこう。
福島県は、大震災そして原子力災害から必ず立ち直ります。
福島県の復興は、新たな社会の可能性を
示していくということでもあります。
ふくしまから新たな流れを創っていきたい。
「ふくしまから はじめよう。」は、
そうした、未来への意志を込めたスローガンです。

また、福島県と県民が一体となり新生ふくしまの創造に向け
た機運醸成のため、ロゴマーク等を作成、福島県の復興支援
や応援、PRの際において、広く県内外の皆さまにご活用いた
だいています。

震災から10年を機に、福島県は、
「ふくしまから はじめよう。」からのバトンを渡す、
新スローガンを策定しました。
「はじめる」から「かなえる」へ。
ひとりひとりの力を重ね、それぞれの想いを繋ぎ、
ともに、ひとつずつ、しっかりと、カタチにし続けていこうと。

新スローガン「ひとつ、ひとつ、実現するふくしま」は、
復興に向けて歩んできた「これまで」と、
新しい未来に繋げていく「これから」と、
県民のみなさんひとりひとりの「今」を重ねたメッセージです。
ロゴデザインは、さまざまな人々が集まって作る「実現」を、
豊かで多様な色と形の集積で形成しています。

平成24年３月11日〜

令和３年３月12日〜

ふくしまから はじめよう。

ひとつ、ひとつ、実現するふくしま

福島県には、四季折々の風景や地域の特産品、歴史など、た
くさんの魅力があります。そして、震災からの復興に向けて
歩んできたひとりひとりの今があります。

たくさんの人が力を合わせ、実現してきた、実現していくそ
の姿をデザインした「アイランド」を旗印に、福島県の未来
を紡いでいきます。塩屋埼灯台、只見線、赤ベコ、太陽...
広大な県の形もデザインのモチーフになっています。

デザインフラッグ「アイランド」
〜裏表紙の解説〜
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第２章 第２期復興計画の性格

第１章 はじめに

第２期福島県復興計画の概要

【計画策定の趣旨と福島復興全ての前提】
 これまで福島県では、平成２３年８月に策定した復興ビジョン及び復興計画（1次～３

次）に基づき、復興・再生に取り組んできました。着実に成果が表れてきた一方で、復興
の進展に伴い新たな課題が顕在化するなど、いまだ深刻で複雑な課題が山積しています。
令和３年度以降も福島県の復興・創生を切れ目なく着実に進めていくことを目指し、第２
期復興計画を策定します。

 第２期復興計画の策定に当たっては、国が策定する福島復興再生基本方針及び福島復興再
生特別措置法の規定に基づき県が作成する福島復興再生計画との整合性を図ります。また、
復興の前提である県内原子力発電所の廃炉及び汚染水対策が安全かつ着実に行われるよう、
県としてあらゆる機会を捉えて国に強く求めていきます。

【復興の進捗状況・主な復興の成果と課題】
現行計画（第３次）の重点プロジェクトごとに取組の「成果」と「課題」を整理するとと

もに、令和元年東日本台風等や新型コロナウイルス感染症が及ぼす復興への影響、SDGｓ
やデジタル変革（DX）などの新たな視点を踏まえ、必要となる取組を第２期復興計画へ切
れ目なくつなげます。

【基本理念】… 復興ビジョンで掲げた基本理念を継承
（１）原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり
（２）ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
（３）誇りあるふるさと再生の実現

【基本目標】 … 「避難地域等の復興」に社会を構成する３要素の視点を加えて設定
（１）避難地域等の着実な復興・再生
（２）未来を担う人材の育成・人とのつながりの醸成
（３）安全・安心に暮らせる地域社会づくりの実現
（４）持続可能で魅力的なしごとづくりの推進

【計画の位置づけ・期間等】
 復興に向けて必要となる県の取組を総合的に示す計画です。新たな総合計画の実行計画

（アクションプラン）として、ふくしま創生総合戦略と両輪で本県の復興・創生を推進し
ます。

 計画期間は令和３年度から令和12年度までの10年間です。計画策定後も毎年度の点検や
外部有識者の評価を受けながら適切な進行管理を行うとともに、復興の進捗や社会情勢の
変化等を踏まえ柔軟に内容の見直しを行っていきます。

【避難地域等の復興】
【ひと】

【暮らし】
【しごと】



第３章 復興へ向けた重点プロジェクト

第５章 付属資料

第４章 復興の実現に向けて

２人・きずなづくり
プロジェクト

[目指す姿]

子育て環境の整備に取り組
むとともに、復興を担う人材
の育成を図ります。さらに、
県内外に避難している方々や
ふくしまを応援する方々との
きずなを深め、「未来を担う
人材の育成・人とのつながり
の醸成」を目指します。

[取組の方向性]

○ 日本一安心して子どもを生
み、育てやすい環境づくり

○ 復興を担う心豊かなたくま
しい人づくり

○ 産業復興を担う人づくり

○ ふくしまをつなぐ、きずな
づくり

３安全・安心な
暮らしプロジェクト

[目指す姿]

生活環境の充実と被災者支
援の推進を図ります。さらに、
環境の回復に向けた取組に加
え、防災力の高いまちづくり
などを通して、「安全・安心
に暮らせる地域社会づくりの
実現」を目指します。

[取組の方向性]

○ 安全・安心に暮らせる生活
環境の整備

○ 帰還に向けた取組・支援、
避難者支援の推進

○ 環境回復に向けた取組

○ 心身の健康を守る取組

○ 復興を加速するまちづくり

○ 防災・災害対策の推進

４産業推進・なりわい
再生プロジェクト

[目指す姿]

県内全域で失われた各産業
の復興に向け、販路開拓や人
材確保に向けた支援の充実を
図ります。さらに、新たな産
業の創出などによる国際競争
力の強化に加え、農林水産業
及び観光業の振興を図ること
で、「持続可能で魅力的なし
ごとづくりの推進」を目指し
ます。

[取組の方向性]

○ 中小企業等の振興

○ 新たな産業の創出・国際競
争力の強化

○ 農林水産業の振興

○ 観光業の振興

（１）復興の着実な推進・・・・・・・・新生ふくしま復興推進本部会議の下、全庁で取組を推進
（２）復興財源の確保・・・・・・・・・国に対し財源の確保を強く求めていく
（３）関係市町村との連携強化・・・・・復興のステージの違いを踏まえ連携強化を図る
（４）地域住民等との協働・・・・・・・多様な主体との協働を通し良好な地域社会を形成
（５）民間企業等の協力と連携・・・・・本県に思いを寄せる方々との連携を強化し復興を加速化
（６）復興に係る各種制度の活用・・・・各種制度の活用により復興を着実に推進
（７）震災を踏まえた対応・体制等・・・復興に向け新たな法制度や組織体制を整備

• 第１期復興計画策定の趣旨・策定までの経過
• 福島県における震災以降の主なできごと
• “新生ふくしま”2020年に向けて、SDGｓ（持続可能な開発目標）との関係

第１期復興計画（第３次）に記載されている１０の重点プロジェクトについて、「避難地
域等の復興・再生」、「ひと」、「暮らし」、「しごと」の視点から、４の重点プロジェク
トに必要となる取組を取りこぼすことなく再編しています。各重点プロジェクトに記載され
た取組を重点的かつ着実に進めることで、基本目標の実現を目指します。

１避難地域等復興加速化プロジェクト
[目指す姿] 安全・安心に生活できるまちづくりを進め、産業・なりわい

の復興・再生を加速させます。さらに、魅力あふれる地域の創
造を通して「避難地域等の着実な復興・再生」を目指します。

[取組の方向性] ○ 安心して暮らせる
まちの復興・再生

○ 産業・なりわい
の復興・再生

○ 魅力あふれる
地域の創造





第１章 はじめに

１ 策定の趣旨と福島復興の全ての前提

平成23年３月11日、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所（以下
「福島第一原発」という。）の事故が発生しました。これに伴い一時は16万４
千人を超える県民が避難を余儀なくされただけではなく、県内全域に風評被害
が生じるとともに、あらゆる産業が大きな打撃を受けるなど、本県は未曽有の
複合災害に見舞われました。

災害発生から５か月後の平成23年８月には「原子力に依存しない、安全・安
心で持続的に発展可能な社会づくり」「ふくしまを愛し、心を寄せるすべての
人々の力を結集した復興」「誇りあるふるさと再生の実現」を基本理念とする
復興ビジョンを策定し、これに基づく復興計画を同年12月に策定し、以後、復
興・創生に取り組んでまいりました。

その結果、県民の皆さんの懸命な努力と国内外からの温かい御支援によって、
避難指示解除や生活環境の整備、福島イノベーション・コースト構想など本県
の復興は着実に進展してまいりました。一方で、いまだ３万５千人（令和３年
３月現在）を超える県民がふるさとを離れて避難生活を続けているだけでなく、
住民帰還、被災者の生活再建、風評と風化の問題、地域産業の再生、各種イン
フラの整備、急激な人口減少や高齢化への対応などに加え、復興の進捗に伴っ
て顕在化する新たな課題が生じております。

さらには、令和元年東日本台風や令和３年２月に発生した福島県沖地震等の
自然災害、新型コロナウイルス感染症の発生などにも着実に対応しながら、本
県の復興・創生が遅滞することのないよう取組を進める必要があります。

このような、原子力災害により他県とは異なる特殊性を抱えている本県復興
・創生の現状・課題を踏まえ、また、国が策定する福島復興再生基本方針及び
福島復興再生特別措置法の規定に基づき県が作成する福島復興再生計画とも整
合を図りながら、第２期復興・創生期間も含め長期にわたって、切れ目のない
復興・創生を着実に推進し更に加速させるため、本計画を新たな総合計画の実
行計画（アクションプラン）として策定し、全県的に直面している少子高齢化
・人口減少の課題に対応するふくしま創生総合戦略と両輪で、本県の復興・創
生に取り組んでまいります。

その際、これらの復興・創生の取組の大前提である県内原発の全基廃炉が、
国及び東京電力の責任の下、安全かつ着実に進められなければなりません。こ
れは、福島復興の信頼にも関わるものであります。とりわけ、事故を起こした
福島第一原発においては、燃料デブリの取り出しを始め、廃炉・汚染水対策の
困難な課題が山積しており、廃炉の取組は長く険しいものであります。福島第
一原発の廃炉に当たっては、世界の英知を結集しながら、国が前面に立って安
全かつ着実に進めるとともに、正確かつ迅速で分かりやすい情報発信の強化を
図るよう、県としてあらゆる機会を捉えて国に強く求めてまいります。
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○大幅に低下した空間線量率 ○避難指示区域の縮小

○災害復旧工事 ○復興公営住宅等の整備

○帰還環境の整備 ○道路等の交通網整備

○製造品出荷額等の回復 ○農業産出額の回復

○拠点となる施設の開所

２ 復興の進捗状況（概要）

復興が進んでいる側面

Ｊヴィレッジ 福島ロボットテストフィールド 東日本大震災・原子力災害伝承館

復旧後震災直後

ここなら笑店街（楢葉町） ふたば医療センター附属病院（富岡町）
県道吉間田滝根線（広瀬工区）

開通式（R6.4.13)

復興公営住宅（南相馬市） 復興公営住宅（会津若松市）

小名浜道路 開通（R7.8.7)

2

※帰還困難区域で実施した走行サーベイ 「2025年
11月10日〜11月19日に実施」の測定結果を追加。



○健康長寿を目指した取組の実施

福島ロボットテストフィールドJAEA楢葉遠隔技術開発センター

○福島イノベーション・コースト構想の推進

○新たな農林水産物の育成・栽培

福島水素エネルギー研究フィールド

たまねぎ・富岡町、浪江町等 胡蝶蘭・葛尾村 アンスリウム・川俣町 ぶどう・川内村

○移住者数の推移

「ふくしまの酒」等、本県が全国、世界に
誇る県産品の魅力のPR

県民健康調査等

「ふくしま健民アプリ」などを通じた健康づくり

ドローンでの
輸送実験
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○地域により差がある産業の再生 ○根強く残る県産農産物への風評

○避難指示解除後の住民の居住率（令和8年2月1日時点）○2万３千人を超える避難者

復興の前提となる長期的な取組（本県の復興は２階建て構造）

◆避難者の推移

１号機の大型カバー設置の様子

燃料デブリサンプル（2回目）の拡大写真
（提供:JAEA・東京電力ホールディング
ス）

4

出典︓東京電力ホールディングス



○記憶の風化

○いまだに残る避難指示区域

○除染による除去土壌等の最終処分

○双葉町・大熊町の苦渋の決断により整備された

中間貯蔵施設

除去土壌等が最終的に福島県外で処分されることを知っていた人の割合
（環境省WEBアンケート（令和6年度）の結果をもとに福島県が加工したもの）

45.2％

75.5％

内容をよく知っていた

聞いたことがあり、
内容も少し知っていた

聞いたことはあるが、
内容は全く知らなかった

聞いたことがなかった

土壌貯蔵施設

廃棄物貯蔵施設

※帰還困難区域＝避難指示が継続している帰還困難区域
※2023年6月に福島復興再生特別措置法が改正され、帰還困難区域のうち、除染等
を進め、避難指示の解除による住民の帰還及び帰還後の住民の生活再建を目指すため
に設けられた特定帰還居住区域が大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市、葛尾村
に設定されている。

出典：環境省HP
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【共通の課題】
○ 避難地域については、避難指示の解除時期や居住の状況などにより復興の進

捗が市町村によって異なります。そのため、それぞれの復興の進捗に応じたき
め細かな取組を進める必要があります。

○ 復興のステージが進むにつれて新たに顕在化する課題や急速な人口減少・高
齢化を踏まえた持続可能な社会づくりに向けた多様なニーズに対し、柔軟かつ
きめ細かに対応していくことが重要です。

（１） 避難地域等の復興・再生

○復興拠点を核としたまちづくり
【成果】
・ 帰還困難区域を除き面的除染は完了し、旧避難指示区域の災害復旧工事

（県管理の道路、橋りょう等）が全体の約99％完了（令和７年10月末時
点）するなどインフラの整備が進んだ。震災直後は県全体の面積の約12％
を占めていた避難指示等区域は約2.2％に縮小。

・ 帰還者や転入者等向けの災害公営住宅等を段階的に整備。令和７年10月
末現在で770戸が完成（整備予定856戸）。医療施設、商業施設、教育施設、
地域交通などの帰還に向けた生活環境の整備が進捗。

【課題】→対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
① 住民の帰還に向けた生活環境整備の推進に加え、大幅な人口減少・高齢
化を抱える当該地域における移住・定住の促進や交流人口・関係人口の拡
大、魅力あるまちづくり等、年齢や性別等を問わず、住民が安心して支障
なく暮らせるよう生活環境の充実が必要。

② 特定復興再生拠点区域におけるそれぞれの地域の実情に応じたインフ
ラ・生活環境の整備。

③ 特定帰還居住区域の早期の避難指示解除に向けた国による十分な除染等
の取組。

④ 両区域外の残された土地・家屋等の扱い等の課題について、国において、
地元の意向を十分に踏まえながら、帰還困難区域全てを避難指示解除し、
復興・再生に最後まで責任を持って取り組むことが必要。

３ 主な復興の成果と課題

第１期復興計画（第３次）の10の重点プロジェクトごとに取組の「成果」と「課題」を整
理するとともに、復興・再生に影響を及ぼす事象など新たな視点を取り入れることで、
必要となる取組を第２期復興計画へ切れ目なくつなげます。

（2011年4月） （2018年12月） （2023年10月）（2016年11月）

大熊町大川原復興拠点いわき市久ノ浜
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○浜通り地方の医療等の提供体制の構築
【成果】

・ 避難指示が解除された全ての市町村で診療所が再開・開設。
・ 二次救急医療機関としてふたば医療センター附属病院が平成30年４月に

富岡町に開院。また、平成30年10月から多目的医療用ヘリの運航開始によ
り高度で専門的な治療が行える医療機関間の患者搬送を実施。

・ 避難地域12市町村の介護施設12か所のうち10か所が再開・開設（令和７
年４月時点）。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑦ 住民の帰還に必要な双葉地域における中核的病院の整備を含めた医療等

提供体制の充実・強化、復興状況に応じた避難地域の医療等提供体制のあ
り方の検討、医療・介護人材の確保。

⑧ 住民ニーズが高い専門医療や在宅医療への対応。
⑨ 近隣地域の医療等提供体制の充実・強化。

○広域インフラの充実
【成果】
・ 避難地域12市町村の拠点と近隣市町村を結ぶ交通網の整備が進捗。

 常磐自動車道は平成27年３月に全線開通
 ＪＲ常磐線は令和２年３月に全線で運転再開
 相馬福島道路は令和３年４月に全線開通
 ふくしま復興再生道路は令和８年３月時点で25工区が完成

・ 避難地域広域路線バスの運行が開始するなど、地域公共交通ネットワー
クの構築に向けた取組が進捗。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑤ ふくしま復興再生道路等の未整備道路の着実な整備、持続可能な地域公共

交通ネットワークの構築。
⑥ 浜通りの南北の交通ネットワークに加え、中通り・会津地方との東西の広域

的なネットワークの確保と連携の強化。

JR常磐線富岡駅 相馬福島道路

ふたば医療センター附属病院

震災直後

特別養護老人ホーム梅の香（南相馬市）

（2011年4月） （2021年1月） （2018年2月） （2020年1月）
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○産業・生業の再生
【成果】
・ 国・福島県・民間からなる福島相双復興官民合同チームによる事業者及
び農業者への個別訪問等を通じたきめ細かな支援の実施により、事業・営
農が再開。

・ 就業機会の創出支援や事業者の施設等の復旧に対する補助金などの産業
政策の支援により、事業が再開。

・ 除染後農地の保全管理や作付実証、農業用機械・施設の導入など一連の
取組を支援することにより営農が再開。

・ 漁港施設及び漁船の大部分で復旧が進み、福島県沖の魚介類に対する出
荷制限は、令和６年10月までに全て解除。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑩ 双葉郡の製造品出荷額等は震災前の約４分の１（令和４年分）。販路の
確保・開拓や人材の確保について、地域の実情・課題に応じた適切な事業
者支援のあり方の検討。

⑪ 地域課題を起点としたベンチャー企業等の創出及び企業との共創。
⑫ 福島相双復興官民合同チームを通じた事業者及び農業者へのきめ細かな
支援の継続。

⑬ 避難地域12市町村の営農再開面積は約52.9％（令和７年３月末時点）。
外部からの参入も含めた担い手確保、農地の大区画化・利用集積、広域的
な高付加価値産地の展開や６次産業化施設の整備の促進による営農再開の
加速化。

⑭ 間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質対策、森林の再生に向
けた実証事業の実施、原木林における放射性物質の動向等に留意した計画
的な伐採・更新、特用林産物の産地再生。

⑮ 沿岸漁業水揚量は震災前の約26％（令和６年分）。相双地域では漁業や
遊漁の再開の見通しが立たない河川・湖沼が残る。

⑯ 漁獲量の拡大、販路の開拓等による本格的な操業再開への取組の推進。
⑰ 水産流通加工業の販路の回復・開拓等。

請戸漁港（浪江町）

被災直後 整備後 つくば良農のキャベツ収穫（富岡町）（南相馬市）

被災直後 復旧後

（2011年3月） （2017年8月）

（2011年3月） （2020年4月）
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○世界のモデルとなる復興・再生
【成果】
・ 福島の浜通り地域等に新たな産業基盤を構築することを目指す福島イノ

ベーション・コースト構想に基づき、廃炉、ロボット、エネルギー等の各
拠点の整備が進捗し、新たな産業の創出に寄与。

・ 関連する雇用創出によって浜通り地域等の住民として定着が進む。
・ 令和５年４月に、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指す福島

国際研究教育機構（F-REI）が設立。
・ 人口減少等の諸課題の解決など世界のモデルとなる復興・創生に向けて、

地域の特色に応じた産業・生業の再生等につながる人材を育成。
・ 復興のシンボルであるＪヴィレッジがグランドオープン。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑱ 福島ロボットテストフィールドを始めとする研究・実証拠点や大学・企
業等を含めた福島イノベーション・コースト構想関係機関の連携強化の仕
組みづくり、研究機能と民間の力も活用した産業化、そのための持続的な
人材育成に関する体制・機能の強化（福島国際研究教育機構との連携）。

⑲ 研究開発や地元での実装の支援、地元企業と進出企業とのマッチング支
援、地元企業の新事業展開や取引拡大に向けた支援体制の強化、福島イノ
ベーション・コースト構想が有する可能性の共有・展開の促進、イノベー
ションの成果に基づく生活の利便性向上。

⑳ 福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成基盤の構築、地域
の産業人材の輩出に向けた特色ある教育プログラムの実施（将来の地域の
復興や産業を担う人材の育成や定着）。

㉑ 県立ふたば未来学園中学校・高等学校や県立小高産業技術高等学校等の
特色ある教育活動に対する支援。

㉒ 地元事業者による福島イノベーション・コースト構想への参画、域外か
らの新たな活力の呼込み。

㉓ Ｊヴィレッジ、福島ロボットテストフィールド、福島水素エネルギー研
究フィールド、東日本大震災・原子力災害伝承館、常磐自動車道、ＪＲ常
磐線、国や市町村の復興関連施設・インフラ等各拠点の連携と活用の促進
や、教育旅行・企業研修・イベント等への呼込みによる交流人口・関係人
口の拡大等、魅力ある交流機会の創出。

県立ふたば未来学園
中学校・高等学校 福島ロボットテストフィールド 東日本大震災・原子力災害伝承館

Ｊヴィレッジ 震災直後 Ｊヴィレッジ 復旧後 Ｊヴィレッジ グランドオープン

（2011年5月） （2021年1月）
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（２） 生活再建

○住まいや安全・安心の確保
【成果】
・ 災害公営住宅（地震・津波被災者向け：2,807戸及び復興公営住宅（原発
避難者向け：4,767戸）は全て完成。

・ 復興支援員による戸別訪問や相談対応を実施したほか、県外に避難してい
る方が直接相談できる生活再建支援拠点を全国26箇所に設置。

・ 仮設住宅、復興公営住宅等で生活している方への継続的な健康支援活動の
実施。「ふくしま心のケアセンター」による被災者への直接支援及び研修や
事例検討会の実施などによる市町村等の支援者に対する支援の強化。

・ 被災した県立学校は、休校中の５校を除き復旧が完了。
・ 特別な教員加配やスクールカウンセラー等の配置による学習支援、被災に

起因した経済的理由から就学困難となった子どもへの就学支援等により、教
育環境を確保。

【課題】 →対応策 ２ひと・きずなづくりプロジェクト、
３安全・安心な暮らしプロジェクト

① コミュニティ交流員等を通じたコミュニティの再生・形成・維持。
② 避難の長期化等に伴い個別化・複雑化している課題に対応するため、相談
対応や心のケア等の支援の実施。

③ 特色・魅力ある教育の一層の推進。
④ 高齢者の見守り、相談体制の充実、障がい福祉サービス提供体制の整備。

○帰還に向けた取組・支援
【成果】
・ 避難者数はピーク時の約16万４千人から1/6以下に減少。
・ 帰還者向け等住宅が令和８年２月末現在で770戸完成（整備予定856戸）。
・ 地域情報紙「ふくしまの今が分かる新聞」の発行（隔月発行）。
・ 県内・県外避難者や帰還者の支援を行う団体向けへ助成を実施。
・ 応急仮設住宅から自宅等へ移転した世帯に対する助成の実施。

【課題】 →対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
⑤ 避難の長期化等に伴い個別化・複雑化している課題への対応やふるさとと
のきずなを維持するための情報提供・きめ細かな支援の実施。

復興公営住宅（いわき市）
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（３） 環境回復

○除染等の推進、廃棄物等の処理
【成果】
・ 各市町村や国の除染実施計画に基づく面的除染は、帰還困難区域を除き
平成30年３月までに完了。県内の空間線量率は大幅に低下。

・ 除去土壌等について、輸送が開始された平成27年３月から令和８年１月
末までに、約1,424万㎥が輸送され、対象52市町村のうち40市町村の輸送
が完了。令和３年度末までに、帰還困難区域を除き中間貯蔵施設への搬入
がおおむね完了。

・ 除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出が進み仮置場の箇所が減少。
・ 特定廃棄物は、約33万１千袋が国の特定廃棄物埋立処分施設（富岡町）
及びクリーンセンターふたば（大熊町）において埋立処分（令和８年１月
末現在）。

・ 放射性物質で汚染された環境の回復・創造に取り組むための総合的な拠
点として環境創造センターを設置。

【課題】 →対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト、
３安全・安心な暮らしプロジェクト

① 国による帰還困難区域の特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域に
おける除染の確実な実施と、区域外における除染の具体的方針の明示。

② 仮置場等の原状回復と返地。
③ 中間貯蔵施設等の安全確認や環境モニタリングによる周辺環境への影響調
査。

④ 除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分。
⑤ 放射性物質に汚染された廃棄物の処理。

環境創造センター住宅の除染 除去土壌の積込
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○食品の安全確保
【成果】
・ 県産米の放射性物質検査については、全量全袋検査により毎年約1,000
万点近くを検査し、平成27年産米以降は10年連続で基準値超過なし。

・ これまでの検査により県産米の安全性が確認されたため、令和２年産米
から、避難地域12市町村を除きモニタリング検査へ移行。令和４年産米か
らは、新たに広野町、川内村、令和５年産米からは田村市が、令和６年産
米からは楢葉町が、令和７年産米から新たに南相馬市がモニタリングへ移
行。（全量全袋検査継続中は７町村）

・ 野菜・果物については、12年連続で基準値超過なし。
【課題】 →対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
⑥ 正確な情報の発信及び放射能や食の安全に関する知識の普及。

○廃炉に向けた安全監視
【成果】
・ 廃炉に向けた取組状況について県の立場から監視するため、廃炉安全監

視協議会、廃炉安全確保県民会議、現地駐在の監視体制を構築。
・ 中長期ロードマップに基づき、汚染水対策や使用済燃料プールからの使
用済燃料の取り出しが進められている（３号機及び４号機は完了）ほか、
２号機では、令和６年９月に燃料デブリの試験的取り出しに初めて着手し、
令和７年４月には２回目の取り出しが完了するなど、廃炉に向けた取組が
進んでいる。

【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
⑦ 福島第一、第二原発の廃炉に向けた取組が安全かつ着実に進められてい
ることについて、廃炉安全監視協議会等の長期間にわたる継続的な監視。

⑧ 廃炉作業の進展に伴う新たな風評被害が生じることのないよう、引き続
き国に対する正確な情報発信等の風評対策の要望。

１号機の大型カバー設置完了

2号機の燃料デブリ試験的取り出し
（燃料デブリサンプル（2回目）の拡
大写真（提供:JAEA・東京電力ホー
ルディングス））
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（４） 心身の健康

○県民の健康の保持・増進
【成果】
・ 県民の将来にわたる健康の維持・増進を図るため、全県民を対象とした
県民健康調査を実施。

・ 福島の復興を医療面から支える拠点として、福島県立医科大学にふくし
ま国際医療科学センターが設立。

・ 県内で不足している保健医療従事者を養成し、安定的に確保するため、
福島県立医科大学に保健科学部を設置。令和７年４月には、同大学院に保
健科学研究科を開設。

・ 「ふくしま心のケアセンター」による被災者への直接支援及び研修や事
例検討会の実施などによる市町村等の支援者に対する支援の強化（再掲）。

【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
① 県民健康調査を通じた長期にわたる県民健康の見守り。
② 生活習慣の改善や栄養・食生活支援などを通じた被災者等の健康支援。
③ 疾病予防、早期発見・治療の取組など健康寿命の延伸に向けた取組。
④ 医療、介護・福祉人材の確保・育成による地域医療等の再構築。
⑤ ＩＣＴ活用の推進、情報通信機器を活用した医療等提供体制の推進。
⑥ 避難生活の長期化や帰還先の状況等を踏まえた丁寧な支援の継続。

福島県立医科大学保健科学部ふくしま国際医療科学センター

ふれあいニュースポーツ交流大会（相双地区）

ふくしま健民アプリ
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（５） 子ども・若者の育成

○子育て環境づくり・復興を担う人づくり
【成果】
・ 平成24年10月より18歳以下の県民の医療費を無償化。
・ 子ども被災者支援法の下で、公営住宅の入居に際しての収入要件の緩和が
行われるなど、様々な支援策が実施。

・ 避難指示が解除された市町村において幼保・小中学校などが地元で再開。
・ ロボット工学などの先端技術教育の推進に向けて県立小高工業高等学校と
県立小高商業高等学校を統合し、県立小高産業技術高等学校が開校。

・ 地域はもとより世界で活躍できる人材の育成に向け、県立ふたば未来学園
中学校・高等学校が開校。

・ 学校や児童福祉施設等が提供する給食の安全・安心の確保のため、給食用
食材等の放射性物質検査を実施。

・ 放射性物質への不安から外遊びの機会が制限されたため、子どもの肥満改
善や運動不足解消、体力向上に向けた指導の充実や屋内遊び場を整備。

・ 妊婦や乳幼児を持つ保護者の不安や悩みの解消のために、電話相談や訪問
等相談体制を整備。

【課題】 → 対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト、
２ひと・きずなづくりプロジェクト

① 避難している子育て世帯への切れ目のない支援。
② 子育て世帯の帰還・定着促進のために、安心して子どもを生み育てること
ができる環境の整備。

③ 子どもの肥満改善や体力向上に向けた支援体制の充実・強化及び未来にい
きる資質・能力の育成に向けた健康マネジメント能力の育成。

④ 避難地域12市町村における復興の進捗に応じた学校再開支援。
⑤ 震災後に生まれた子どもたち等への震災の記憶と教訓の継承。

小中学校の再開状況

県立小高産業技術高等学校 県立ふたば未来学園中学校・高等学校
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（６） 農林水産業の復興・再生

○安全・安心を提供する取組（農林水産物の風評払拭）
【成果】
・ 農産物輸出量は過去最高を更新(令和６年度)。オンラインストアの販売
も好調。令和６酒造年度全国新酒鑑評会では、16銘柄で金賞を受賞し、３
年ぶりに金賞受賞数日本一を奪還。

・ 県産農林産物の安全性を裏付けするＧＡＰ認証の取得に努めており、ふ
くしま県ＧＡＰ（ＦＧＡＰ）を含めＧＡＰ認証件数は420件（令和７年３
月時点）と全国トップクラス。

・ 農産物直売所の年間販売金額は、震災以降増加が続いている。
【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト、

４産業推進・なりわい再生プロジェクト
① 国内でもいまだに4.0％の方が福島産の食品の購入に抵抗を感じている。
（消費者庁：風評に関する消費者意識の実態調査（第19回）令和８年３月）
② 風評を要因に低下した県産農林水産物の価格水準の実回復。
③ 県産食品の輸入規制措置の解除・緩和は徐々に進んでいるが、いまだに
５の国・地域で規制が続いている（令和７年11月21日時点）など根強い風
評が残る。

◆県産農産物の輸出量

◆ふくしま。ＧＡＰチャレンジ宣言

○農林水産業の再生
【成果】
・ 農地・農業用施設等の復旧工事は99.2％完了（令和８年３月時点）。
・ 農業産出額は震災前の水準を超えている（123％）（令和６年分）。
・ 津波被災地では農地の復旧予定面積の85.0％で営農が可能（令和７年３
月時点）。

・ 林業産出額は震災前の水準を超えている（100％）（令和６年分）。
【課題】 → 対応策 ４産業推進・なりわい再生プロジェクト
④ 海面漁業産出額は震災前の60.5％にとどまる（令和５年分）。
⑤ 外部からの参入も含めた担い手確保、農地の大区画化・利用集積、広域
的な高付加価値産地の展開、６次産業化施設の整備の促進や鳥獣被害対策
の強化による営農再開の加速化。

⑥ 間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質対策、森林の再生に向
けた実証事業の実施、原木林における放射性物質の動向等に留意した計画
的な伐採・更新、特用林産物の産地再生。

⑦ 沿岸漁業水揚量は震災前の約26％（令和６年）。
⑧ 漁獲量の拡大、販路の開拓等による本格的な操業再開への取組の推進。
⑨ 水産流通加工業の販路の回復・開拓等。
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（７） 中小企業等の復興

○県内中小企業等の振興、企業誘致の促進
【成果】
・ 県内総生産は震災前を上回る水準まで回復。
・ 中小企業等グループ補助金による事業者の施設及び設備の復旧、ふく
しま産業復興企業立地補助金等や復興特区等税制優遇措置により、産業
の復興・再生が進み、県内の製造品出荷額等はおおむね震災前の水準に
回復。

・ 福島再生加速化交付金による産業団地造成や企業立地補助金等を通じ
て被災地における企業進出が進展。

【課題】 → 対応策 ２ひと・きずなづくりプロジェクト、
４産業推進・なりわい再生プロジェクト

① 浜通り15市町村の域内総生産は依然として全国の伸び率を下回っている
ほか、双葉郡８町村の製造品出荷額等は震災前の３割に満たず、震災前の
水準に遠く及ばない状況が続いている。

② 引き続き、企業立地補助金や税制優遇措置などによる企業立地支援を
通じた企業誘致を図り、雇用の創出や産業の集積を促進。

③ 事業者の販路の確保・開拓。
④ 産業の振興を担う人材の確保・育成。

合同企業説明会

工業団地の整備（富岡町） （2016年9月）

（2020年11月）
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（８） 新産業の創造

○再生可能エネルギーの推進
【成果】

・ 再生可能エネルギーの導入は、太陽光発電を中心に増加。県内エネ
ルギー需要量に占める割合は59.7％（令和６年度末）。

・ 震災後、産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所や福島
水素エネルギー研究フィールドなどの拠点施設が立地。

・ 再生可能エネルギー・水素関連産業の工場は112件が立地（令和７年
12月時点） 。

【課題】 → 対応策 ４産業推進・なりわい再生プロジェクト
① 地域と共生した再エネの導入推進、自家消費や地産地消型の再エネ

導入促進。
② 県内企業の新規参入や事業拡大に向けて、開発された技術の事業化

や、人材の育成・確保。
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○医療関連産業・ロボット関連産業の集積
【成果】
・ 医療-産業トランスレーショナルリサーチセンターやふくしま医療機器開
発支援センターなどの拠点施設の整備が完了。

・ 医療福祉機器関連の工場は94件が立地（令和６年12月時点）。
・ 福島ロボットテストフィールドなどの拠点施設の整備が完了。
・ ふくしまロボット産業推進協議会を設立し産学官の連携を強化。
・ 産学官連携によるロボットソフトウェア開発拠点として、会津大学先端

ICTラボ(LICTiA)を強化。
【課題】 → 対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト、

４産業推進・なりわい再生プロジェクト
③ 医療関連産業における拠点施設の運営強化や、開発・事業化及びマッチ
ング支援による県内企業の参入促進、人材の育成・確保。

④ 福島ロボットテストフィールドの更なる利活用促進及び日本におけるド
ローンの研究開発・制度執行のメインプレイヤーとしてのナショナルセン
ター化。

⑤ 地元企業との連携促進や県産ロボットの販路開拓など、県内企業の取引
拡大に向けた関連産業の育成・集積。

○福島イノベーション・コースト構想
（９ページ 世界のモデルとなる復興・再生から再掲】
【成果】

・ 福島の浜通り地域等に新たな産業基盤を構築することを目指す福島イノ
ベーション・コースト構想に基づき、廃炉、ロボット、エネルギー等の各
拠点の整備が進捗し、新たな産業の創出、教育・人材の育成に寄与。

・ 令和５年４月に、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指す福島
国際研究教育機構（F-REI）が設立。

【課題】 → 対応策 １避難地域等復興加速化プロジェクト
⑥ 各種関係機関の連携強化の仕組みづくり、研究機能と民間の力も活用し
た新産業の創出、そのための持続的な人材育成に関する体制・機能の強化。

⑦ 研究開発や地元での実装の支援、地元企業と進出企業とのマッチング支
援、地元企業の新事業展開や取引拡大に向けた支援体制の強化、イノベー
ションの成果に基づく生活の利便性向上。

⑧ 福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成基盤の構築、地域
の産業人材の輩出に向けた特色ある教育プログラムの実施（将来の地域の
復興や産業を担う人材の育成や定着）。

⑨ 地元事業者による関連産業の参入、域外からの新たな活力の呼込み。
⑩ 各拠点を活用した、教育旅行、企業研修、イベント等への呼込みによる
移住・定住等の促進、交流人口・関係人口の拡大。

ふくしま医療機器開発支援センター医療-産業トランスレーショナル
リサーチセンター

産学官連携拠点
会津大学先端ICTラボ（LICTiA）
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（９） 風評・風化対策

○農林水産物を始めとした県産品の販路回復・開拓
※15ページ「農林水産業の復興・再生」の「安全・安心を提供する取組（農
林水産物の風評払拭）」を参照。

○観光誘客の促進
【成果】
・ 県内の観光客入込数は、震災前の100.7％まで回復（令和６年分）。
・ 教育旅行は、コロナ禍により全国的に旅行自粛があったものの、関西や

沖縄等定番旅行先の感染状況に鑑みて、本県含む東北地域に行先変更した
学校が多く見受けられ、固定化されていた行先に変化があったことから、
コロナ禍明けも回復基調にあり来訪学校数が震災前の85.0％まで回復（令
和６年度分）。

・ 令和７年４月から６月に開催したプレDCでは、各地で多くの賑わいが見
られ、期間中の観光客入込数目標1,500万人を達成（実績1,516万人）。

・ ふくしまグリーン復興構想に基づき自然公園等の魅力向上に向けた取組
を推進。

【課題】 → 対応策 ４産業推進・なりわい再生プロジェクト
① “ふくしまならでは”の魅力や正確な情報の発信、旅行者のニーズに基
づく効果的な観光誘客。

② 外国人旅行者の嗜好に応じた本県の強みをいかした誘客、風評払拭、風
化防止に向けた更なる情報発信。

「サムライ」など訴求力のある動画等
によるインバウンド誘客

○国内外への正確な情報発信・ふくしまをつなぐ、きずなづくり
【成果】
・ 本県に対してのイメージは年々回復傾向。企業や自治体との連携も更に
拡大し、企業等との包括連携協定は33件（令和６年12月時点）。

・ 海外への情報発信の場となる県内での国際会議の開催件数が増加傾向。
・ 第69回全国植樹祭（平成30年度）において全国の方々と交流を促進。
・ 東京2020オリンピック野球・ソフトボール競技の開催決定及び聖火リ
レーグランドスタートの実施。

【課題】 → 対応策 ２ひと・きずなづくりプロジェクト
３安全・安心な暮らしプロジェクト

③ 本県への関心や応援意向の低下。
④ 復興の状況や放射線に関する科学的な知識等の効果的な情報発信。

第69回全国植樹祭 県営あづま球場
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（10） 復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化

○復興まちづくり、交通基盤の整備、防災・災害対策の推進
【成果】
・ 公共土木施設の災害復旧工事（県管理）は、全体の99％が完了（令和７
年10月末時点）。防災緑地の整備は完了し、海岸防災林の整備も進捗。

・ 常磐自動車道は全線で供用が開始し、ふくしま復興再生道路の整備も進
捗。さらに、ＪＲ常磐線が全線で運転が再開するなど都市間の移動時間が
短縮。

・ ＪＲ只見線は令和４年10月１日に全線運転再開。
・ 防災意識の啓発に向けて、防災ポータルサイトを開設したほか、福島県
防災ガイドブック「そなえるふくしま」を活用し、家族を対象とした防災
セミナーや出前講座を実施。また、災害時の対応に向けて、県内外の自治
体及び民間団体等と405の応援協定を締結（令和７年４月１日時点）。

【課題】 → 対応策 ３安全・安心な暮らしプロジェクト
① 道路整備の着実な推進。
② ＪＲ常磐線、ＪＲ只見線、福島空港、相馬港及び小名浜港の利活用促進。
③ 防災意識の向上に向けた継続的な取組。
④ 災害時における広域的な連携・連絡体制の強化。

【ふくしま復興再生道路の整備エリア】
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（11） 復興・再生に影響を及ぼす事象と対応

○ 令和3年2月及び令和4年3月には、福島県沖を震源とする地震が発生しました。こ
れは東日本大震災の余震とみられ、いずれも最大震度6強という激しい地震を観測し、
家屋をはじめ、高速道路、国・県道や港湾、漁港、農業用ため池など、県内各所に大き
な被害をもたらしました。

今後、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震や、南海トラフ地震、首都直下地震などの
発生が切迫しており、事前の備えが重要となります。

○ 近年、気象災害が頻発化・激甚化しており、本県においても、大きな被害がもたらさ
れています。令和元年10月の令和元年東日本台風等においては、県内で初めて大雨
特別警報が発表され、広範囲で記録的な豪雨となりました。
県内の主要河川及びその支流では、河川の氾濫が発生し、台風を直接の原因とする死
者は32名となりました。住家被害が、全壊1,395棟、半壊11,800棟に上る（令和4
年10月11日現在）甚大な被害となり、県内の全市町村で避難所が開設され、ピーク時
の避難者数は2万人を超えました。

この台風から2週間後にも低気圧の影響のため、浜通りを中心に非常に激しい雨と
なり、更に被害が広がりました。東日本台風及びその後の大雨に伴う公共土木施設等
の被害額は、約928億円に及び、台風等の降雨で受けた被害として過去最大規模とな
りました。

○ 平成23年7月の新潟・福島豪雨や平成27年9月の関東・東北豪雨において会津地
方を中心に大きな被害が発生し、また令和5年9月には本県で初めて「線状降水帯」が
観測され、浜通りを中心に断続的に非常に激しい雨が降り、土砂崩れや河川の越水、
内水氾濫、住家への浸水等、甚大な被害が発生するなど、県内において、風水害・土砂
災害の被害が発生しています。

気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理者等の
取組をより一層加速させるとともに、流域に関わるあらゆる関係者が協働で取り組む
流域治水を推進し、強く、しなやかな社会を構築する必要があります。

○ 令和７年２月、会津地方を中心とした非常に短期間での強い降雪により、積雪が急
激に増加し、観測史上最高の積雪を記録するなど、災害級の豪雪となりました。この豪
雪により、除雪作業中の事故等による死傷者が発生したほか、長時間にわたる交通障
害の発生や雪崩による人家被害等により、県民の生活や物流、観光など広範囲に甚大
な影響を及ぼしました。

様々な災害リスクを抱える本県においては、人命の保護が最大限図られ、被害が最
小化することを目指し、災害対応の体制整備、ハードとソフトが一体となった防災・減
災・国土強靱化の取組を推進し、速やかに復旧・復興のステージに移ることができるよ
う取組を実施する必要があります。

▲ 令和元年度台風被災後
（令和２年８月）

▼ 復旧後（災害復旧助成事業）
（令和６年８月）
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○新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた新興感染症等への対応

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言（福島県では令和２年４月16日か
ら５月14日まで発令）やまん延防止等重点措置が発令され、地域経済に深刻な影響を及
ぼした。

・震災以降持ち直してきていた製造品出荷額や農業輸出額、観光客入込数等にも大きな影
響。

・感染拡大防止に取り組んだ時期において様々な復興関連のイベント等の中止や延期によ
り、復興の情報を発信する機会が減少。

・県外における生活再建支援拠点の一時閉鎖や被災者への訪問の一時見合わせにより、被
災者支援活動にも影響。

・令和５年５月８日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「新型
インフルエンザ等感染症（２類相当）」から「５類感染症」へと変更され、感染拡大前
の生活に順次回復。

新興感染症等の発生時には、本県の危機管理に関わる重要な課題と位置づけ、
以下の２点を主たる目的として対策を講じるとともに、本県の復興を着実に進めるために
も平時から次なる感染症危機に備えた体制の整備を進める。

①感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護する。
・平時において医療提供体制等の整備を進める。
・感染拡大時においては、拡大を抑え、流行のピークを遅らせることにより、患者数等を

少なくして医療提供体制への負荷を軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ること
で、患者数等が医療提供体制のキャパシティを超えないようにし、治療が必要な患者が
適切な医療を受けられるようにする。

・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。

②県民生活及び社会経済に及ぼす影響が最小となるようにする。
・感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うことによ

り、県民生活及び社会経済活動への影響を軽減する。
・県民生活及び社会経済の安定を確保する。
・地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。
・事業継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は県民生活及び社会経済の安

定に寄与する業務の維持に努める。

対策の概念図

台風等による災害からの復旧や、新興感染症危機の備えに取り組みながら、
本県の復興・創生が遅滞することのないよう、切れ目なく復興の取組を推
し進める。

23




